
京都市中小事業者の省エネリノベーション支援事業補助金交付規程 

 

制定 令和 7年 11月 25日 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、京都市中小事業者の省エネリノベーション支援事業補助金実施要領

（以下「実施要領」という。）に基づく補助金の交付に関する事務を執行する京都市中小

事業者の省エネリノベーション支援事業補助金事務局（以下「執行団体」という。）が、

京都市中小事業者の省エネリノベーション支援事業補助金交付要綱に基づく京都市から

の補助金の範囲内において行う、京都市中小事業者の省エネリノベーション支援事業補

助金（以下「間接補助金」という。)の交付等に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（目的） 

第２条 間接補助金は、第３条に規定する者が第４条第１項に規定する事業（以下「補助

対象事業」という。）を実施する場合に、省エネ設備の導入に係る経費の一部を補助する

ことで、設備導入に係る費用や光熱費の負担軽減を図るとともに、ＣＯ２排出量の削減

を促進するものである。 

 

（交付対象者） 

第３条 間接補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、実施要領第

３項⑵を満たす者で、かつ、間接補助金の交付決定を受けた年度から起算して５年を経

過する年度まで、京都市地球温暖化対策条例第４７条に基づく「エネルギー消費量等報

告書」を提出することを確約できる者とする。 

 

（補助対象事業） 

第４条 補助対象事業は、補助対象者が有する京都市内の事業所（既存建築物）において、

以下の⑴～⑶に該当する省エネ設備を導入する事業とする。 

⑴ 空調設備 

  対象施設に設置するもので、更新対象の既存機器の製造年が２０１４年以前であり、

かつ、新たに導入する機器の製造年が２０２４年以降のものであること。 

⑵ 照明機器 

  対象施設に設置するもので、更新対象の既存機器が非 LED 照明器具であり、かつ、新

たに導入する機器が LED照明器具であること。 

 ※電球の交換のみ、バイパス工事は不可。 

⑶ 給湯設備 

  対象施設に設置するもので、新たに導入する機器の製造年が２０２４年以降のもので

あり、かつ、燃料転換（電化又は重油からガスなど省 CO2に資するものに限る。）となる

もの。 

 

 



（交付の申請） 

第５条 間接補助金の交付を受けようとする者は、京都市中小事業者の省エネリノベーシ

ョン支援事業補助金交付申請書（第１号様式。以下「交付申請書」という。）のほか別に

指定する書類を添えて、「京都市中小事業者の省エネリノベーション支援事業補助金申請

の手引き」に定める日までに執行団体に提出（原則、電子情報処理組織を使用する方法

による提出に限る。以下同じ。）しなければならない。 

 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、別表第１に掲げるとおりとし、補助金の額に、１，０００円未満

の端数があるときは、これを切り捨てる。 

２ 補助金の額は、交付申請書を提出した時点の補助金予算残額（予算の上限額から、既

に交付申請のあった補助対象事業に係る交付申請額等の合計額を減じた額をいう。以下

同じ。）を超えないものとする。なお、複数の交付申請書が同時に提出された場合におい

て、それらの交付申請額の合計がその時点での補助金予算残額を超える場合は、補助金

予算残額に交付申請額の比率（各交付申請額をそれらの交付申請額の合計で除した率）

を乗じて得た額を超えないものとする。 

 

（交付の決定） 

第７条 執行団体は、交付申請書の提出を受けたときは、書類が揃ったことを確認できた

ものから順に、当該申請に係る書類等の審査、必要に応じて行う現地調査その他の方法

により、補助対象事業の目的及び内容が適正であるか否かを調査したうえで、補助金を

交付することが適当であると認めるときは、補助金の交付を決定するものとする。 

２ 執行団体は、前項の調査により、補助金を交付することが不適当であると認めるとき

は、補助金の不交付を決定するものとする。 

３ 執行団体は、速やかに、第１項又は第２項の決定をするものとする。 

４ 執行団体は、補助金の交付を決定したときは、京都市中小事業者の省エネリノベーシ

ョン支援事業補助金交付決定通知書（第２号様式。以下「交付決定通知」という。）によ

り、補助金の交付予定額を申請者に通知する。 

５ 執行団体は、補助金の不交付を決定したときは、京都市中小事業者の省エネリノベー

ション支援事業補助金不交付決定通知書（第３号様式）により、不交付としたこと及び

その理由を申請者に通知する。 

 

（申請内容の変更・廃止の申請） 

第８条 交付決定通知を受けた者（以下「交付決定対象者」という。）は、交付予定額の増

減を伴う申請内容の変更又は申請内容の廃止を行おうとするときは、京都市中小事業者

の省エネリノベーション支援事業補助金変更・廃止承認申請書（第４号様式。以下「変

更・廃止承認申請書」という。）のほか別に指定する書類を添えて速やかに執行団体に提

出し、あらかじめ執行団体の承認を受けなければならない。 

２ 執行団体は、前項の規定により、申請内容を変更、又は廃止した場合は、間接補助金

の交付の決定の一部若しくは全部を取り消し、又は変更することができる。 



３ 執行団体は、申請内容の変更について承認すること又は承認しないことを決定したと

きは、京都市中小事業者の省エネリノベーション支援事業補助金変更承認（不承認）通

知書（第５号の１又は２様式）により、交付決定対象者に通知する。 

４ 執行団体は、申請内容の廃止について承認することを決定したときは、京都市中小事

業者の省エネリノベーション支援事業補助金廃止承認通知書（第６号様式）により、廃

止の承認を交付決定対象者に通知する。 

 

（事情変更による決定の取消し等） 

第９条 執行団体は、補助金の交付を決定した場合において、その後の事情の変更により

特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は

その決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助対象

事業を既に執行した場合におけるその執行に係る部分については、この限りではない。 

２ 執行団体が前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、次

の各号のいずれかに該当する場合とする。 

⑴ 天災地変その他補助金の交付の決定後に生じた事情の変更により補助対象事業の全部

又は一部を継続する必要がなくなった場合 

⑵ 交付決定対象者が補助対象事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用するこ

とができないこと、補助対象事業に要する経費のうち補助金によって賄われる部分以外

の部分を負担することができないことその他の理由により補助対象事業を遂行すること

ができない場合（交付決定対象者の責任に帰すべき事情による場合を除く。） 

３ 執行団体は、第１項の規定による決定の取消し等をしたときは、京都市中小事業者の

省エネリノベーション支援事業補助金交付決定取消・変更通知書（第７号様式。以下「取

消・変更通知書」という。）により、交付決定対象者に通知する。 

 

（実績報告書の提出） 

第１０条 交付決定対象者は、補助対象事業が完了したときは、京都市中小事業者の省エ

ネリノベーション支援事業補助金実績報告書（第８号様式。以下「実績報告書」という。）

のほか別に指定する書類を添えて、「京都市中小事業者の省エネリノベーション支援事業

補助金申請の手引き」に定める日までに執行団体に提出しなければならない。ただし、

執行団体が申請内容の廃止を承認している補助対象事業については、この限りではない。 

 

（額の確定等） 

第１１条 執行団体は、前条の実績報告書の提出を受けた場合は、当該報告に係る書類の

確認を行い、必要に応じて行う現地調査その他の方法により、事業が適正に実施された

ことを確認したうえで、交付決定金額の範囲内で補助金の交付額を決定し、交付決定対

象者に対して京都市中小事業者の省エネリノベーション支援事業補助金交付額決定通知

書（第９号様式。以下「交付額決定通知」という。）により通知するものとする。 

２ 交付決定対象者は、交付額決定通知を受けた後において、補助金に関して、違約金、

返還金その他補助金に代わる収入があったこと等により補助金に要した経費を減額する

べき事業がある場合は、執行団体に対し当該経費を減額して作成した実績報告書を前条



に準じて提出するものとする。 

３ 執行団体は、前項に基づき実績報告書の提出を受けた場合は、第１項に準じて改めて

額の確定を行うものとする。 

 

（補助金の請求及び支払い） 

第１２条 交付額決定通知を受けた交付決定対象者は、京都市中小事業者の省エネリノベ

ーション支援事業補助金交付請求書（第１０号様式。以下「請求書」という。）により、

補助金の交付を請求するものとする。 

２ 執行団体は、前項の規定による請求があったときは、原則、請求日から起算して３０

日以内に間接補助金を交付するものとする。 

 

（決定の取消し） 

第１３条 執行団体又は京都市（以下「執行団体等」という。）は、交付決定対象者が次の

各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、

又は交付予定額若しくは交付額を変更することができる。 

⑴ 交付決定対象者が本規程、交付決定の内容又はこれを附した条件に違反したとき  

⑵ 交付決定対象者が第３条に規定する補助対象者又は第４条に規定する補助対象事業の

要件を欠くに至ったとき  

⑶ 交付決定対象者が交付申請書、その他関係書類に虚偽の記載をし、又は不正な行為が

あったとき 

⑷ 交付決定対象者が破産、民事再生、会社整理、特別清算又は会社更生等の申立ての事

実が生じたとき 

⑸ 執行団体が第８条による事業の廃止に係る変更・廃止承認申請書を受理したとき 

⑹ 執行団体等が法令違反など社会通念上不適切な行為と認めたとき 

⑺ 執行団体等が被災等により補助対象事業の遂行ができないと認めたとき 

⑻ 執行団体が交付の決定を通知した日から３０日以内に事業着手が行われていることが

確認できなかったとき 

２ 前項の規定による決定の取消し等をしたときは、取消・変更通知書により、交付決定

対象者に通知する。 

 

（補助金の返還） 

第１４条 前条の規定により補助金の交付の決定の取消し等を行った場合において、既に

補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。 

 

（手続の委任） 

第１５条 申請者は、交付申請書、変更・廃止承認申請書及び実績報告書の作成及び提出

を委任することができる。 

 

（財産の管理等） 

第１６条 間接補助金の交付を受けた者は、補助対象事業により取得した財産（以下「取



得財産」という。）について、管理するための台帳を備え、執行団体の定める期間、善良

なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、効率的運

用を図らなければならない。 

２ 前項に規定する執行団体の定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭

和４０年大蔵省令第１５号、以下「省令」という。）で定める期間（以下「法定耐用年数」

という。）とする。 

 

（財産処分の制限） 

第１７条 間接補助金の交付を受けて設置した取得財産（取得価格が単価５０万円以上の

機械及び器具、備品及びその他の重要な財産に限る。）は、執行団体等の承認を受けない

で、間接補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、

又は取り壊し（廃棄を含む。）てはならない。ただし、前条第２項に規定する執行団体の

定める期間を経過した場合は、この限りでない。 

２ 間接補助金の交付を受けた者は、前項に規定する期間内において、処分を制限された

取得財産を処分しようとするときは、あらかじめ京都市中小事業者の省エネリノベーシ

ョン支援事業補助金に係る取得財産処分承認申請書（第１１号様式）を執行団体に提出

し、その承認を受けなければならない。また、その他の財産処分に係る承認申請、承認

条件その他必要な事務手続については、環境省所管の補助金等で取得した財産の処分承

認基準について（平成２０年５月１５日付環境会発第０８０５１５００２号大臣官房会

計課長通知。以下「財産処分承認基準」という。）の例によるものとする。 

３ 執行団体は、前項の規定による申請を承認することを決定したときは、京都市中小事

業者の省エネリノベーション支援事業補助金に係る財産処分承認決定通知書（第１２号

様式）により、次条に規定する補助金返還額を通知する。ただし、執行団体等が自然災

害等の状況等を勘案して認める場合は、補助金の返還を求めないものとする。 

４ 財産処分承認基準第４に定める財産処分納付金について、前項に定める期限内に納付

がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて民法（明治２９

年法律第８９号）第４０４条第１項の規定による法定利率により計算した延滞金を徴す

るものとする。 

 

（補助金返還額） 

第１８条 補助金返還額は、補助対象経費に次項に規定する減価償却費を減じて得た額に、

補助金交付額が補助対象経費に占める割合を乗じて得た額とする。 

２ 減価償却費は、補助対象経費に省令別表第８に規定する定額法の償却率及び次項に規

定する償却年数を乗じて得た額とする。 

３ 償却年数は、設置日から財産処分実施日までに経過した月数を１２で除して算定（少

数点以下３位を切り捨てる。）した数とする。この場合における月数は、暦に従って計算

し、１月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。 

 

（間接補助金の経理等） 

第１９条 間接補助金の交付を受けた者は、補助対象経費について、他の経理と明確に区



分して帳簿及び証拠書類を整備し、その収支を明らかにしておかなければならない。 

２ 間接補助金の交付を受けた者は、前項の帳簿及び証拠書類を事業の完了した日の属す

る年度の終了後５年間保存しなければならない。 

 

（状況報告、検査等） 

第２０条 執行団体等は、必要があると認めるときは、間接補助金の交付を受けた者に対

し、補助金の交付に関し、次の各号に掲げる事項について、報告を求め、検査し又は指

示することがある。その場合、間接補助金の交付を受けた者は、遅滞なく対応しなけれ

ばならない。 

⑴  補助対象事業の遂行状況や経理状況 

⑵  補助対象事業の設備設置写真等 

⑶  その他執行団体等が必要と認める事項 

 

（補則） 

第２１条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、執行団体が別に定める。 

 

附 則 

この要領は、令和 7年 11月 25日から施行する。 



別表第１（第６条関係） 

補 助 率 補助対象経費の１／３以内 

補助金額 
上限２、０００千円 
下限２００千円 

 


